
　事前協議：

公共施設管理者同意手続き
(３２条）　〔区、下水道　他〕

　

まちづくり団体への説明

（※１）

　

標識設置

標識設置届出書

着工 工事着手届出書

工事完了届出書

注）  本書は手続きの流れの概要を示しています。個々の手続きの詳細については窓口でご相談ください。

工事完了公告
検査済証交付

　  　　　　　　都市計画課に書類の提出が伴うもの

開発行為〔戸建分譲〕における確認申請までの
関連する条例・要綱との手続きの流れ

30日
以上等

開発行為の許可書
交付

事前協議申請書
（着工の６０日前、開発行為の許可申
請の３０日前等のうちいずれか早く到

来する日までに）

事前相談書
（基本計画書）

　環境保全課
区民活動推進課
　防災課

　清掃事務所
　消防署
　警察署

開発指導要綱

事前相談

建　　　築　　　確　　　認　　　申　　　請

※１　要綱に基づく協議を行い要綱に規定する内容を記載した図書を開発許可の申請書に添付した場合、
　　 　協議合意書の提出その他の手続きを省略できます。

行為の届出書
（着工の３０日前、開発行為の許可申
請の日等のうち、いずれか早く到来

する日までに）

　　　30日
　　　以上等

開発行為の許可申請書（２９条）

景観条例
都市計画法
開発行為

完了・中止届出書

都市計画課


